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主
な
記
事

４面…合同水防訓練
５面…２学期から新学校給食センターで給食の提供開始
７面…市民１人１日当たり50グラムのごみ・資源物の削減

　
「
武
蔵
野
」を
広
辞
苑
で
調
べ
る

と
、関
東
平
野
の
一
部
、川
越
か
ら
府

中
ま
で
の
間
に
広
が
る
地
域
と
あ
り

ま
す
。古
く
万
葉
集
で
は
、月
が
入
る

山
も
な
く
草
原
よ
り
出
て
草
原
に
入

る
と
歌
わ
れ
、当
時
は
ス
ス
キ
の
原

野
だ
っ
た
よ
う
で
す
。一
方
、国
木
田

独
歩
が
明
治
31
年
に
発
表
し
た
随
筆

「
武
蔵
野
」に
は
、秋
に
紅
葉
、冬
に
落

葉
、春
に
滴
る
ば
か
り
の
新
緑
が
萌

え
る
、楢
の
類
の
雑
木
林
が
そ
の
特

色
で
、「
こ
こ
に
自
然
あ
り
、こ
こ
に

生
活
あ
り
」と
著
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
変
化
は
、江
戸
時
代
に
年
貢

の
増
収
に
向
け
て
行
っ
た
新
田
開
発

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。17

世
紀
中
頃
に
開
削
さ
れ
た
玉
川
上
水

や
野
火
止
用
水
が
こ
の
地
域
の
農
業

を
可
能
に
し
た
の
で
す
。し
か
し
18

世
紀
は
じ
め
、元
禄
大
地
震
、宝
永
大

地
震
、富
士
山
噴
火
と
史
上
最
大
級

の
災
害
の
多
発
も
影
響
し
て
開
発
は

頓
挫
す
る
や
に
見
え
ま
し
た
。農
民

は
凶
作
と
き
き
ん
の
連
鎖
で
大
変
苦

し
み
ま
す
。こ
こ
で
登
場
す
る
の
が
、

お
な
じ
み
の
川
崎
平
右
衛
門
さ
ん
で

す
。

　

現
在
の
押
立
町
で
生
ま
れ
た
彼

は
、現
代
で
い
う
と
こ
ろ
の
協
働
と

自
立
の
理
念
の
も
と
に
、独
自
の
発

想
と
計
画
的
な
施
策
展
開
で
、行
き

詰
ま
っ
た
新
田
開
発
を
成
功
に
導
き

ま
す
。そ
の
後
、幕
府
代
官
と
し
て
美

濃
国
の
治
水
や
石
見
銀
山
経
営
で
も

功
績
を
残
し
、１
７
６
７
年
、74
歳
で

生
を
閉
じ
ま
し
た
。本
市
で
は
、す
で

に
広
報
ふ
ち
ゅ
う
な
ど
で
お
知
ら
せ

し
た
よ
う
に
、没
後
２
５
０
年
を
記

念
す
る
事
業
を
い
く
つ
も
展
開
し
ま

す
。メ
ー
ン
は

５
月
20
日（
土
）

と
21
日（
日
）。

府
中
の
森
芸
術

劇
場
で
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。
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笑
顔
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コ
ラ
ム 
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　スタントマンによる交通事故疑似体験を通じ、交通事故の怖
さや命の大切さを学ぶ交通安全教室を行います。
　問合せは、地域安全対策課安全係（３３５・４１４７）へ。

▽日時 ６月３日（土）午前11時半から午後零時半／雨天中止
▽会場 三小
▽申込み 当日直接会場へ　
※交通事故のスタントは刺激が強い場合がありますので、子ど
もの見学の可否は保護者の判断でお願いします。

「スケアード・ストレイト」「スケアード・ストレイト」交通安全教室交通安全教室

自転車は、車道が原則、
歩道は例外

車道は左側を通行 歩道は歩行者優先で、
車道寄りを徐行

安全ルールを守る 子どもはヘルメットを
着用

❶ ❸ ❹ ❺❷自
転
車
安
全
利
用  

五
則

府中市マスコットキャラクター ふちゅこま

　５月は自転車月間です。昨年、市内では、自転車の関係する事故で、２人の方が　５月は自転車月間です。昨年、市内では、自転車の関係する事故で、２人の方が
亡くなっています。自転車安全利用五則を確認し、交通ルールの遵守とマナーの亡くなっています。自転車安全利用五則を確認し、交通ルールの遵守とマナーの
向上を図りましょう。向上を図りましょう。
　問合せは、地域安全対策課安全係（３３５・４１４７）へ。　問合せは、地域安全対策課安全係（３３５・４１４７）へ。

　市、および警視庁では、自転車の安全
な通行を促すため、府中街道・いちょう
通りなど市内の主要道路に、自転車ナ
ビマークを設置しています。
　自転車ナビマークは、車道における
「自転車が通行すべき部分」と「進行す
べき方向」を明示するものです。
※自転車ナビマークには「自転車優先」の意味はありません。ナビマークが設
置されていても、他の車両や歩行者に十分に注意して通行してください。
▽自転車が歩道を通行することができる場合
○規制標識「普通自転車歩道通行可」が設置された歩道
○13歳未満、または70歳以上の方
○身体の不自由な方
○安全のため歩道通行がやむを得ないとき

知っていますか？
自転車ナビマーク
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５月は自転車月間
自転車マナーの向上を図りましょう自転車マナーの向上を図りましょう




